
❶ 

特
別
児
童
扶
養
手
当

【
対
象
】＝
身
体
ま
た
は
精
神
に
重
度
ま
た
は
中

度
障
害
の
あ
る
児
童（
20
歳
未
満
）を
監
護
す
る

父
も
し
く
は
母
、
ま
た
は
父
母
に
代
わ
っ
て
そ

の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方

【
支
給
額
】＝
月
額

▼
１
級（
重
度
）＝
５
万
７
５
０
円 

▼
２
級（
中
度
）＝
３
万
３
千
８
０
０
円

※ 

障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金
を
受
給
し
て

い
る
方
ま
た
は
施
設（
母
子
入
所
を
除
く
）

に
入
所
し
て
い
る
方
は
対
象
外
で
す
。

❷ 

障
害
児
福
祉
手
当

【
対
象
】＝
20
歳
未
満
で
重
度
の
障
害
が
あ
る
た

め
、
日
常
生
活
で
常
時
の
介
護
を
必
要
と
す
る

方【
支
給
額
】＝ 

月
額
１
万
４
千
３
８
０
円

※�

障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金
を
受
給
し
て

い
る
方
ま
た
は
施
設
に
入
所
し
て
い
る
方
は

対
象
外
で
す
。

❸ 

特
別
障
害
者
手
当

【
対
象
】＝
20
歳
以
上
で
著
し
く
重
度
の
障
害
が

あ
る
た
め
、
日
常
生
活
で
常
時
特
別
の
介
護
を

必
要
と
す
る
方

【
支
給
額
】＝
月
額
２
万
６
千
４
４
０
円

※�
施
設
に
入
所
中
の
方
ま
た
は
３
カ
月
以
上
継

続
し
て
病
院（
老
人
保
健
施
設
）な
ど
に
入
院

し
て
い
る
方
ま
た
は
老
人
介
護
手
当
受
給
者

は
対
象
外
で
す
。

　

現
在
、
❶
、
❷
、
❸
を
受
給
さ
れ
て
い

る
方
は
、
本
年
８
月
か
ら
平
成
23
年
７
月

ま
で
の
受
給
資
格
確
認
の
た
め
、
８
月
上

旬
発
送
予
定
の｢

所
得
状
況
届｣

の
提
出
が

必
要
で
す
。
未
提
出
の
場
合
、
８
月
以
降

の
手
当
が
受
給
で
き
な
く
な
り
ま
す
の

で
、
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

【
受
付
期
間
】＝
８
月
11
日（
水
）か
ら
９
月

10
日（
金
）　

※
土
・
日
曜
日
を
除
く

重
度
心
身
障
害
者
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
医
療
費
助
成
制
度

　

重
度
の
身
体
障
害
者
お
よ
び
知
的
障
害
者
の

方
に
対
す
る
医
療
費
の
助
成
制
度
で
す
。

　

医
療
保
険
適
用
の
自
己
負
担
金
に
つ
い
て
医

療
機
関
に
支
払
っ
た
後
に
申
請
し
て
い
た
だ

き
、
指
定
の
口
座
へ
助
成
金（
附
加
給
付
、
高

額
療
養
費
、
高
額
介
護
合
算
費
な
ど
を
除
く
）

が
振
り
込
ま
れ
ま
す
。

　

対
象
者
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
制
度
を
利
用

し
て
い
な
い
方
、該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
は
、

高
齢
・
障
害
福
祉
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
対
象
】＝

▼
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
所
持
者

▼�

療
育
手
帳
A1
・
A2
所
持
者（
Ｉ
Ｑ
35
以
下
を

含
む
）

▼�

身
体
障
害
者
手
帳
３
級
に
該
当
し
、
か
つ
Ｉ

Ｑ
50
以
下
と
判
定
さ
れ
た
方

　　

※��

子
ど
も
医
療
費
助
成
制
度
や
ひ
と
り
親
家

庭
等
医
療
費
助
成
制
度
よ
り
も
優
先
さ
れ

ま
す
。

　

本
年
４
月
か
ら
肝
臓
機
能
障
害
が
追
加

さ
れ
た
身
体
障
害
者
手
帳
が
交
付
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

対
象
者
は
、
認
定
基
準
に
該
当
す
る
肝

機
能
障
害
の
あ
る
方
ま
た
は
肝
臓
移
植
を

受
け
、
抗
免
疫
療
法
を
実
施
さ
れ
て
い
る

方
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
高
齢
・
障
害
福
祉
課
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

身
障
者
用
駐
車
場
利
用
証
　
　
　

　
　
　（
パ
ー
キ
ン
グ
パ
ー
ミ
ッ
ト
制
度
）

　

身
障
者
用
駐
車
場
を
適
正
に
ご
利
用
い
た
だ

く
た
め
、
障
害
の
あ
る
方
な
ど
歩
行
が
困
難
と

認
め
ら
れ
る
方
に
対
し
て
、「
身
障
者
用
駐
車
場

利
用
証
」が
昨
年
11
月
か
ら
交
付
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

利
用
証
は
、
北
薩
地
域
振
興
局（
川
薩
保
健

所
内
）お
よ
び
ハ
ー
ト
ピ
ア
か
ご
し
ま
で
交
付

を
行
っ
て
い
ま
す
。
申
請
方
法
、
交
付
対
象
者

な
ど
に
つ
き
ま
し
て
は
、
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（

http://w
w

w
.pref.kagoshim

a.jp/

）を
ご

覧
い
た
だ
く
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※ 

利
用
証
を
お
持
ち
で
な
い
方
は
、
こ
の
制
度

を
ご
理
解
の
上
、
身
障
者
用
駐
車
場
表
示
板

の
あ
る
駐
車
場
に
駐
車
し
な
い
な
ど
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
申
請
・
問
合
先
】＝
北
薩
地
域
振
興
局
保
健
福

祉
環
境
部
地
域
保
健
福
祉
課

（
23
）３
１
６
６

福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
券

【
対
象
】＝

▼�

身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
所
持
者（
普
通
自

動
車
免
許
保
持
者
を
含
む
）

▼�

療
育
手
帳
A1
・
A2
所
持
者

▼�

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
所
持
者　

な
ど

【
助
成
額
】＝
１
万
円（
５
０
０
円
×
20
枚
）

※
有
効
期
間
は
、
平
成
23
年
３
月
31
日
ま
で

※
施
設
入
所
者
は
対
象
外
で
す
。

　

ま
だ
交
付
を
受
け
て
い
な
い
方
は
、
療
育
手

帳
な
ど
と
印
鑑
を
持
参
の
上
、
高
齢
・
障
害
福

祉
課
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

障
害
者
の
方
の
相
談
に
応
じ
、
必
要
な

指
導
・
助
言
を
行
う
と
と
も
に
市
役
所
な

ど
の
関
係
機
関
の
業
務
に
対
す
る
協
力
・

援
護
思
想
の
普
及
を
図
り
ま
す
。
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障
害
者
へ
の
各
種
助
成
制
度

ご
存
じ
で
す
か
？

地域 氏　名 電　話

川 内

鍋
なべしま

島　昭
あきひろ

博 FAX20 － 2834

出
で き

来　博
ひろ

己
み

27 ー 0189

小
こ

松
まつ

　憲
のりかず

和 23 － 6148

原
はらぐち

口　虎
とらきち

𠮷 22 － 3491

野
の ろ

呂　満
みつ

男
お

23 － 5650

中
なか

野
の

　トシ子 23 － 7658

宮
みや

司
し

　礼
れい

子
こ

（知的）
22 － 2569

樋 脇
岩
いわさき

﨑　貞
さだみち

道 37 － 2287

山
やました

下　昌
しょうへい

平
（知的）

37 － 3604

地域 氏　名 電　話

入 来
古
ふるかわ

川　忠
ただとし

利 44 － 2069

中
なかやま

山　政
まさひろ

寛
（知的）

44 － 3421

東 郷
鎌
かま

田
だ

　政
まさ

人
と

42 － 2018

上
うえ

田
だ

　健
けん

治
じ

（知的）
42 － 1177

祁 答 院 木
こ ば

塲　賢
まさる

55 － 0640

里
阿

あ べ

部　匡
まさとし

智 3 － 2960

今
いま

塩
しお

屋
や

　環
たまき

（知的）
3 － 2034

上 甑 濵
はま

邊
べ

　千
ち

壽
とし

2 － 1138

下 甑 井
い

芹
せり

　大
だいしん

心 7 － 0523

鹿 島 橋
はし

野
の

　昭
あきまろ

麿 4 － 2337

各
種
手
当
所
得
状
況
届
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い

身
体
障
害
者
手
帳
に

肝
臓
機
能
障
害
が

追
加
さ
れ
ま
し
た

知
っ
て
い
ま
す
か
？

身
体
障
害
者
相
談
員
・

知
的
障
害
者
相
談
員

TAXI

▲身障者用駐車場
　利用証

▲身障者用駐車場表示
　板（車内表示用）

【申請・問合先】＝本庁高齢・障害福祉課障害福祉 G（内線 2171・2181・2183）または各支所市民生活課




